
納 付 場 所 に つ い て

金融機関窓口

コンビニエンスストア
令和８年４月～

これまで、県の税以外の公金の納付場所は特定の金融機関窓口に限られていましたが、令和８年
４月以降に発行するバーコードが印字されている納入通知書により、全国のコンビニエンススト
アで納付できます。
休日や夜間でも手数料不要で納付できますので、ぜひご利用ください。

県の公金を納付できる金融機関ではこれまでどおり窓口で納付いただけます。

具体的な納付可能金融機関一覧は右の県ホームページからご確認ください。

以下の納入通知書はコンビニエンスストアで納付いただけません。

⑴納入通知書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの

⑵金額を訂正したもの

⑶バーコードの印字のないもの

⑷破損・汚損などによりバーコードを読み取れないもの

⑸取扱い期限（発行日から１年間）の過ぎたもの

⑹納入通知書のコピー及びバーコードの写真やスクリーンショット

金融機関一覧はこちら

県が発行する税外公金の納入通知書はバーコードの印字があるものに限り、下記のコンビニエンスス

トア等での納付が可能です。（納入通知書は切り離さずにご提出ください。）

⑴セブンイレブン ⑵ファミリーマート ⑶ローソン ⑷山崎製パン系列店（デイリーヤマザキ等）

⑸ミニストップ ⑹セイコーマート ⑺ポプラ系列店  ⑻その他MMK設置店

※MMK設置店（マルチメディアキオスク）については、右下のリンクより御確認ください。

※納付場所の詳細は納入通知書裏面も御確認ください。

MMK設置店はこちら
（外部サイト）

バーコードが印字
されていることを
確認！

ご不明な点は納入通
知書の発行元にお問
い合わせください

【お問い合わせ】

鹿児島県立短期大学 総務課 小森 ０９９‐２２０‐１１１１（内線１０５）
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